
相続対策って

何をすればいいの？

※ 裏面記載の ～ ｾﾐﾅｰに関するご注意事項 ～ を必ずご覧ください。

※個人情報の利用目的について
お申込みいただいた内容につきましては、セミナー参加受付、各種サービスや金融商品のご提案に利用させていただく場合がございますので
ご了承ください。

商号等 株式会社 千葉銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

会 場

○お電話にてお申込みください。

○定員になり次第、締め切りとさせて

いただきますので、お早めにお申込み

ください。

ちばぎんコンサルティングプラザ千葉

セミナーのお知らせ

『相続について考える』

○ちばぎんコンサルティングプラザ千葉

ＴＥＬ ： ０４３－２２７－５２１１

【受付時間】

平 日： 10：00～11：30
12：30～18：00

土 日 祝 日： 10：00～11：30
12：30～17：00

お問い合わせ・お申込み先お申込み方法

相続税を

出来るだけ減らしたい！

日 時：2025年5月14日（水）

14：00～15：00

会 場：ちばぎんコンサルティングプラザ千葉

定 員：先着15名

参加費：無料

講 師：株式会社 千葉銀行

資産運用コンサルティング部

主事 杵淵 いづみ 氏

お問い合わせ・お申込み先



～セミナーに関するご注意事項～
※本セミナーでは、お客さまへの各種情報提供とあわせて、当行取扱商品のご紹介を行う場合があります。

●各取扱商品の説明にあたっては、当行所定の書面によりあらかじめ同意していただく必要がありま
す。ご検討の際は、各商品のパンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等の資料を
必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みください。

●保険商品は預金ではないことから、払込保険料の元本保証はなく、預金保険の対象とはなりません。
また、ご契約は、お客さまと引受保険会社の間で成立します。

●保険会社が経営破綻に陥った場合には、保険金額、解約返戻金等が削減されることがあります。なお
生命保険会社が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」により保険契約者保護の措置がとられ
ることがあります。この場合にも、保険金額、解約返戻金が削減されることがあります。

●当行が販売する保険商品の購入の有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えること
は一切ございません。

●保険業法上の規制により、お客さまが「銀行等保険募集制限先」に該当する場合や、お借入れの状況
等によっては、当行では保険契約をお申込みいただけない場合があります。
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